
 

 

 

 

 

 

ＪＲ東労組バス関申第 13号 

確実な整備制度の確立と車両課整備士の 

職場環境改善等に関する申し入れ 
 

 本日、6月 22日に判明した鹿嶋支店車両の車検切れのまま運行した事象に対して、会社へ

申し入れを行いました。 

 当該事象の再発防止と、車両課整備士組合員・社員が正確にゆとりをもって整備業務が行え

る体制・環境の構築に向けて、労使が真摯に向き合い、取り組むことが必須であると考えます。 

 

記 

 

１．2023年 6月 22日に発覚した車検切れ運行の経過や背後要因を踏

まえた原因究明をもとに、具体的対策を講じること。 

２．各支店の車両課作業量を均等化し、整備作業の正確性を図ること。 

３．本社安全整備部が車検満了日を把握し、システムの構築・対策を

講じること。 

４．車両課整備士に対しての人材定着・確保に向けて対策を講じるこ

と。 

以上 

 

住民として、されている内容について関心を持ち、関わっていきましょう。 

Ｓ ｕ ｐ ｅ ｒ 
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